
上，特許法の保護対象とならない小発明を保護

奨励する制度として，明治38年に制定された。

制定当時の実用新案制度は，わが国の実情にマ

ッチしていたため有効に利用され，特許出願を

上回る出願件数を誇っていた。しかし，わが国

の技術水準の上昇とともに，特許出願件数との

差は縮まり，ついに昭和56年には実用新案登録

出願数が特許出願数を下回ることとなった。そ

して，昭和62年ごろを境に実用新案登録出願は

急激な減少に転じ，最盛期に20万件強であった

出願件数が平成５年には７万７千件程度までに

なった１）。

このような技術水準の高度化による出願件数

の減少状況と，審査滞貨を解消して早期権利化

を図るという要請を背景に，平成５年に無審査

登録制度を採用する実用新案制度大改正が行わ

れた。しかし，平成５年法実用新案登録出願件

数は，改正直後の平成６年の約１万７千件を最
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改正実用新案法の産業界に与える影響についての検討

実用新案制度は，外国技術に比べ高いとはい

えなかったわが国の技術水準に鑑み，産業政策

1 ．はじめに
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大として，年々減少を重ね，平成15年にはつい

に，８千件程度となるにいたっている。

上記現状をうけて，平成16年５月28日に実用

新案制度の改正を含む「特許審査の迅速化等の

ための特許法等の一部を改正する法律」が国会

で成立し，平成17年４月１日から施行されるこ

ととなった。本改正では，平成５年法の無審査

登録制度の根幹を維持しつつ，①実用新案登録

に基づく特許出願制度の導入，②実用新案権の

存続期間を10年に延長（平成５年法 ;６年），

③訂正の許容範囲の拡大を改正の３本柱として

いる。

当小委員会では，この改正実用新案制度につ

いて，主に産業界の立場より，今改正法の上記

３つの改正ポイントに焦点をあてつつ，従来よ

り実用新案登録制度の利点として言われてきた

早期権利化やコスト面での優位性についての検

証も交えながら，実務上のメリット，デメリッ

トについて検討を行った。加えて，平成５年法

で導入され，今改正法でも維持された無審査登

録制度の根幹から発する権利行使上の諸問題に

ついて，改正により治癒されたか否かについて

も考えてみる。

なお，本報告は2004年度特許第２委員会委員

長の戸田裕二（日立技術情報サービス）をはじ

め，同第４小委員会メンバーである，小委員長

水野克彦（大日本印刷），副委員長　佐野夏茂

（トヨタ自動車），加藤康成（デンソー），

神宝正文（三菱瓦斯化学），鈴木和彦（東芝テ

ック），田中精一（コベルコ建機），寺尾賢（住

友ベークライト），藤本正雄（シャープ），

森川剛一（キヤノン），湯山崇之（三菱電機）

により執筆されたものである。

今回の実用新案法改正の趣旨は，その法律の

名称からもわかるように実用新案制度の利用を

増加させることで，特許出願件数を相対的に減

2 ．平成16年改正の解説

少させ，もって，特許審査の迅速化に資する点

にあり，そのための具体的な手段として，①実

用新案登録に基づく特許出願制度の導入，②実

用新案権の存続期間の延長，③訂正の許容範囲

の拡大といった制度が導入されたと解される２）。

以下，これらの項目について解説を行う。

実用新案登録に基づく特許出願制度を設けた

趣旨は以下のようなものである。

従来の制度では，実用新案権が設定登録され

た後に技術動向の変化や事業計画の変更に伴い

審査を経た安定性の高い権利を取得したい場

合，あるいは，権利についてより長期の存続期

間が確保されるようにしたい場合など，特許権

の設定が必要となる場合に対応することが困難

であった。このため出願時にこうした可能性を

排除できない場合には，実用新案登録出願では

なく特許出願を行わざるを得ず，特許制度と実

用新案制度とを併存させる利点が生かされない

との指摘があり，これが，特許出願件数の増加

および実用新案出願件数の減少の一因であると

も考えられていた３）。

このために実用新案から特許への乗り換え可

能期間を延ばすこととしたものである。

なお，実用新案制度に無審査主義を採用する

諸外国での実用新案登録出願と特許出願との関

係を見た場合，ドイツでは出願から１年以内に

実用新案登録出願に基づく優先権主張を伴う特

許出願が可能である（この場合，日本と違って，

実用新案登録出願の登録後であっても優先権主

張を伴う特許出願をすることができる。）。また，

フランスでは実用新案証出願に基づく優先権主

張を伴う特許出願が可能である。さらに，韓国

では実用新案権の登録後１年まで，当初実用新

案登録出願の実用新案登録請求の範囲に記載し

た事項の範囲内において，特許出願が可能であ

2．1 実用新案登録に基づく特許出願制度の
導入
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り，中国では実用新案登録出願から１年以内に

当該実用新案登録出願に基づく優先権主張を伴

う特許出願が可能である４）。

実用新案権の存続期間を延長した趣旨は以下

のようなものである。

従来の制度では，特許権の存続期間が出願の

日から20年であるのに対し，実用新案権の存続

期間が出願の日から６年であり，両者の保護期

間の間には著しい差が存在していた。これが，

特許出願件数の増加および実用新案出願件数の

減少の一因であるとも考えられていた５）。

このために実用新案権の存続期間を10年とし

たものである。

なお，実用新案制度を採用する諸外国での存

続期間を見た場合，ドイツでは実用新案登録出

願の翌日から10年，フランスでは実用新案証出

願の日から６年，韓国，中国では実用新案登録

出願の日から10年である６）。

実用新案制度における訂正の許容範囲を拡大

した趣旨は以下のようなものである。

従来から特許制度では，特許請求の範囲の減

縮を目的とする訂正が可能となっているため，

第三者からの攻撃に対して無効理由に該当する

瑕疵を取り除くことにより防御することができ

た。一方，従来の実用新案制度では，請求項の

削除を目的とする訂正のみ認められていたため

第三者からの攻撃に対して防御する余地がなか

った。また，早期に登録されるため補正の機会

もなく，権利者に非常に酷であると考えられて

いた７）。

このために一定の制限を設けつつ実用新案登

録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を認め

ることとしたものである。

なお，実用新案制度に無審査主義を採用する

2．3 訂正の許容範囲の拡大

2．2 実用新案権の存続期間の延長

諸外国を見た場合，ドイツでは請求項の削除の

み認め，フランスでは権利が付与された日以降

は新たな請求の範囲の提出はできず，韓国では

クレームの減縮，誤字の訂正，明瞭でない記載

の釈明が認められ，中国では無効宣告請求の審

査過程において訂正できるが保護範囲の拡大は

できないようになっている８）。

今回の実用新案制度改正は，制度の魅力向上

のために行われるものであるとされている９）。

ここでいう制度の魅力向上とは，平成５年改正

による無審査登録主義への移行に伴う，予想外

の大幅な出願件数の減少を招いた原因を追及

し，実用新案制度における小発明の積極的な保

護，早期権利の設定といった精神を維持しつつ，

ユーザーにとって特許制度との間で選択肢とな

りうる制度とするものであると思われる。今回

の制度改正が功を奏せば，ユーザーは，保護を

受けたい発明（考案）があるときに特許制度を

利用するか実用新案制度を利用するかの選択場

面において，今回の制度改正のポイントを考慮

することになる。

すなわち，今回の制度改正はユーザーからの

視点に基づいて行われたものと言える。しかし，

産業界においては，自らがユーザーの立場であ

る場合のみならず，権利行使を受ける立場の場

合も制度を概観する上で考慮しなければならな

い。このような両者の視点を考慮すれば，一方

でメリットとなることが他方でデメリットとな

る表裏の関係を有することがあることを認識し

ておく必要がある。

権利を行使する側とされる側は，当然のこと

ではあるが，単純に日本の企業と日本の企業の

組み合わせのみではなく，むしろ実用新案制度

の特徴でもあるが，個人と企業，外国企業と日

本企業などの組み合わせも往々にして起こりう

ることである。

3 ．改正項目についての検討
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したがって，制度設計を評価するに際しては，

特定の対立構造の注視に偏重することなく，新

たな制度が真に日本の国際競争力を確立し，一

層の産業・経済の発展に資するものであるかと

いった視点に立脚すべきであると思われる。

このような視点に軸足を置き，今回の制度改

正のポイントとなる項目についてのメリット・

デメリットを以下に検討する。

（1）変更期間の延長

以前より，実用新案登録出願から特許出願へ

の変更は可能であった。しかし，実用新案制度

においては実体審査を経ないため，出願から約

５ヶ月で権利が登録される10）。そのため，実用

新案登録出願を特許出願に変更できる期間は，

実質的に５ヶ月程度であった。

これに対して，改正法では上述の変更に加え

て，実用新案登録後であっても，実用新案登録

出願の日から３年以内であれば特許出願に変更

することができる（特許法第46条）。これによ

り，特許出願に変更できる期間が，大幅に延長

されたことになる。

（2）実用新案権および特許権による保護

実用新案登録出願は，無審査登録主義におい

ては，比較的早期に登録されることになる。し

たがって，実用新案登録後，実用新案登録に基

づく特許出願を行うまでの間は，発明（考案）

が実用新案権で保護されることになる。さらに，

実用新案登録に基づく特許出願を行い特許され

た後は，発明（考案）が実用新案権に替わって

特許権で保護される。その結果，一つの発明

（考案）を実用新案権と特許権という２種類の

権利を利用して保護することができる。

ところで，実用新案法第29条の２には「実用

新案権者又は専用実施権者は，その登録実用新

案に係る実用新案技術評価書を提示して警告を

3．1 実用新案登録に基づく特許出願制度

した後でなければ，自己の実用新案権又は専用

実施権の侵害者等に対し，その権利を行使する

ことができない」と定められている。一方，改

正による特許法第46条の２第１項第２号には

「（実用新案権者は，次に掲げる場合を除き，経

済産業省令で定めるところにより，自己の実用

新案登録に基づいて特許出願をすることができ

る。この場合においては，その実用新案権を放

棄しなければならない。）その実用新案登録に

係る実用新案登録出願又はその実用新案登録に

ついて，実用新案登録出願人又は実用新案権者

から実用新案法第12条第１項に規定する実用新

案技術評価（次号において単に「実用新案技術

評価」という。）の請求があつたとき」と定め

られている。

したがって，実用新案権を権利行使しようと

して実用新案技術評価書を請求すると，実用新

案登録に基づく特許出願ができないことにな

る。言い換えれば，実用新案として出願した発

明（考案）を将来的に特許権による保護に切り

換えたいと考えるのであれば，実用新案権とし

ての権利行使をしてはならない，ということに

なり，実用新案権による一定期間の保護は，第

三者に対する抑止程度のものでしかない。

（3）請求の範囲の実質的変更

審査基準案11）では，実用新案登録に基づく特

許出願に添付した明細書，特許請求の範囲等に

記載した事項が，当該特許出願の基礎とされた

実用新案登録の願書に添付した明細書，実用新

案登録請求の範囲等に記載した事項の範囲内に

あること（特許法第46条の２第２項），かつ基

礎とした実用新案登録出願の出願当初の明細

書，実用新案登録請求の範囲等に記載した事項

の範囲内であること，としている。

しかし，この案では，実用新案登録時の実用

新案登録請求の範囲を拡張または変更すること

が可能になると考えられる。すなわち，明細書
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等の記載範囲内であるのであれば，基礎となる

実用新案登録請求の範囲の記載に縛られない対

応が可能となる。

確定した権利（実用新案権）の客体を変更す

るにあたって，内容の拡張または変更までを認

めたのでは第三者に不測の不利益を及ぼす可能

性があり，このような要件を認めた場合，第三

者の実用新案登録に基づく特許出願に対する監

視負担が，大幅に増加することが予想される。

したがって，「実用新案登録に基づく特許出

願については，実用新案登録時の実用新案登録

請求の範囲を実質的に拡張または変更すること

は認めない」という要件を課す（運用を行う）

ことが望ましいと考えられる。この要件が課さ

れている場合，第三者は実用新案登録請求の範

囲で監視対象外となったものについては，監視

する必要が無くなる。一方，この要件が課され

ていない場合，第三者は，実用新案登録に基づ

く特許出願の特許請求の範囲が，基礎となる実

用新案登録請求の範囲とどのように変わってい

るかまでを確認する必要が生じる。

なお，実用新案登録をそのままとして訂正を

行う場合でも，「実用新案登録請求の範囲の減

縮，誤記の訂正及び明瞭でない記載の釈明を目

的とする」場合に限られており（実用新案法第

14条の２第２項），この規定とのバランスも考

慮する必要があると考えられる。

（4）出願・権利維持の費用

実用新案登録出願を行い，実用新案登録後に

実用新案登録に基づく特許出願を行って特許を

取得した場合と，当初から特許出願を行って特

許を取得した場合の費用を表１に基づき計算

し，表２に比較した。

表２から明らかなように，実用新案登録に基

づく特許出願により特許を取得する費用（ケー

ス３）は，実用新案登録に基づく特許出願の時

の弁理士手数料を通常の特許出願の時の弁理士

手数料と同額と仮定した場合，当初から特許出

願して特許を取得する費用（ケース１）よりも

約261,000円増大することになる。したがって，

費用の点では実用新案登録に基づく特許出願は

不利となる。
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表１　特許事務報酬

出典：特許事務報酬（弁理士手数料）に関するアンケート結果12）

及び旧特許事務標準額表13）

項目
特許 実用新案登録

印紙代 弁理士手数料 印紙代 弁理士手数料
通常出願※1 16,000円 約300,000円 14,000円 約265,000円
審査請求※1 188,600円 10,000円 － －
意見書※2 － 約66,000円 － －
手続補正書※3 － 約64,000円 － －
技術評価の請求※1 － － 47,000円 11,000円

１～３年 3,600円 10,000円 2,600円 10,000円
年 ４～６年 11,100円 10,000円 7,600円 10,000円
金 ７～９年 33,800円 10,000円 － －
※１ ７～10年 － － 22,600円 10,000円

10～25年 113,200円 10,000円 － －

※１：明細書15頁，請求項５，図面５枚，要約書１枚の場合
※２：請求項１の場合
※３：請求項増加無しの場合

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



上述のように，今回の改正で存続期間が従来

の出願日から「６年」が，「10年」に延長され

た。ユーザーにとってみれば，早期権利保護と

長期間にわたる保護の両方が期待でき，一つの

メリットであると言える。一方で他者の実用新

案権を監視する立場においては，実用新案技術

評価書を請求しない限り（または請求した場合

であっても），その権利の有効性は自ら調査す

る必要があり，同時に，設定登録された実用新

案権は有効なものであると扱う必要があるた

め，監視負担が著しく増加する。

無審査主義においては権利行使に相当の注意

を要するものではあるが（実用新案法第29条の

３），必ずしも権利行使のために実用新案登録

を維持するものではないことに留意すべきであ

る。すなわち，権利者は，権利行使をしないま

でも，実用新案権としての抑止効果は期待でき

る。場合によっては，競業他社に過剰な回避設

計を行わしめることが可能であり，また，長期

にわたって有効性をはっきりさせない権利を多

く抱えることができれば，競業他社に無効資料

3．2 存続期間延長
調査等の負荷を与えたり，さらに，包括的なラ

イセンス交渉の場においては，ポートフォリオ

を見かけ上より多く見せることも可能である。

第三者の立場からすれば，このような可能性が

存続期間の延長により増大することが懸念され

る。

（1）権利保護の強化

これまで実用新案権者には，明細書の訂正と

しては「請求項の削除」のみが認められるもの

であった。このことが実用新案権を使い勝手の

悪いものとしている原因の一つとなっていたこ

とは否めない。

今回の改正では，「請求項の削除」に加えて，

「実用新案登録請求の範囲の減縮」，「誤記の訂

正」および「明瞭でない記載の釈明」を目的と

して明細書等の訂正が一定条件のもと，認めら

れることになっている（実用新案法第14条の

２）。したがって，特許と同様に，明細書の記

載を充実させておけば，実用新案技術評価書取

得時または無効審判での先行技術の提示等に対

して，請求の範囲を訂正して先行技術に対する

3．3 訂正範囲の拡大
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表２　出願・権利維持費用の比較

ケ
ー
ス
１

ケ
ー
ス
２

ケ
ー
ス
３

条　件 特許出願から10年権利維持するとして，登録までに中間処理を経て５年を要した場合

印紙代 16,000＋188,600＋（3,600×３）＋（11,100×２）＝237,600円

弁理士手数料 300,000＋10,000＋66,000＋64,000＋（10,000×５）＝約490,000円

合　計 237,600＋490,000＝約727,600円

条　件 実用新案登録出願から10年権利維持するとして，技術評価書を請求した場合

印紙代 14,000＋47,000＋（2,600×３）＋（7,600×３）＋（22,600×４）＝182,000円

弁理士手数料 265,000＋11,000＋（10,000×10）＝約376,000円

合　計 182,000＋376,000＝約558,000円

条　件
実用新案登録出願から10年権利維持するとして，実用新案登録出願の３年後に“基づく特
許出願”を行い，登録までに中間処理を経て５年を要した場合

印紙代 14,000＋（2,600×３）＋16,000＋188,600＋（3,600×２）＝233,600円

弁理士手数料 265,000＋（10,000×３）＋300,000＋10,000＋66,000＋64,000＋（10,000×２）＝約755,000円

合　計 233,600＋755,000＝約988,600円

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



新規性・進歩性の主張を行う，という対応を行

うことができる。これにより，従来に比べ権利

保護が強化されたと言える。

しかしながら，上述した「請求項の削除」を除

く，請求の範囲の減縮等を目的とする訂正には，

いくつかの制約があるので以下に検討する。

（2）訂正回数の制約

まず，請求の範囲の減縮等を目的とする訂正

は１回に限り認められているものであるため，

以下のようなケースでは十分な注意が必要であ

る。

第１に，無効審判を請求された時に登録維持

の審決を得るため「請求の範囲の減縮」を行う

場合がある。この場合，更なる無効審判を請求

された時には，請求項の削除しか訂正の方法が

ない。

第２に，権利行使を行うために実用新案技術

評価書の請求を行い，その評価が否定的であっ

たため，これに対処するべく請求の範囲の減縮

等を目的とする訂正を行う場合がある。この場

合，権利行使を行った相手から対抗措置として

無効審判を請求されると，請求項の削除しか訂

正の方法がない。

第３に，誤記や明瞭でない記載に気付いたた

め，その訂正を行う場合がある。この場合，否

定的な実用新案技術評価書を受け取ったとき

や，無効審判を請求されたときには，最早請求

の範囲の減縮等を目的とする訂正を行うことは

できない。

以上のことを考え合わせると，「実用新案登

録請求の範囲の減縮」，「誤記の訂正」，「明瞭で

ない記載の釈明」を目的とする訂正は最後の手

段と考え，明細書等の作成時および訂正時には

十分な検討が必要である。

（3）訂正範囲の制約

上述のように，今回の改正で訂正可能な範囲

が緩和されたものの，出願当初の明細書等の記

載内容から見て，新規な事項の追加や請求の範

囲の拡張・変更を伴う訂正ができないのは従前

の通りである。これに違反する訂正がされたと

きには無効理由（実用新案法第37条１項７号）

になる。

審査基準案14）では，実用新案技術評価書を作

成する際，請求の範囲の訂正が行われている場

合は，訂正後の請求項に係る考案について作成

することになっており，訂正の適否については

評価しない。また，訂正自体は，方式的事項し

か審査されず，実体的事項に関しては訂正の適

否を争う無効審判が請求されるまで審理されな

い。したがって，上述の条件に違反する訂正が

された実用新案登録でも，肯定的な実用新案技

術評価書が作成される場合がある。

その結果，訂正を伴う実用新案登録について，

肯定的な実用新案技術評価書を提示して権利行

使を行った後に，訂正違反を理由とする無効審

決が確定するケースが起こり得る。実用新案権

者が権利行使する際には「相当の注意」義務が

課されるので（実用新案法第29条の３），実用

新案権者が賠償責任を負う可能性もある。

そこで，訂正を行う実用新案権者には一層の

慎重さが求められる一方，このようなケースの

発生を防止して今回の改正訂正制度を円滑に運

用するためには，実用新案技術評価書の作成に

あたって訂正の適否についても評価すべきであ

ろう。すなわち，技術評価書の評価項目（実用

新案法第12条第１項）に実用新案法第14条の２

第２項から第４項までの規定も加える必要があ

ると思われる。

第三者の監視負担については既に一部触れた

が，今回の改正による留意点を確認する。今回

の法改正により，i．存続期間延長に伴う監視

期間の増大，ii．実用新案登録に基づく特許出

3．4 第三者の監視負担の増大

1077知　財　管　理　Vol. 55 No. 8 2005

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



願に伴う監視対象の増大，iii．訂正の許容範囲

拡大を受けた実用新案登録公報の明細書全文公

開（実用新案法第14条第３項第４号）に伴う監

視内容の増大，が予想される。

従来であれば無審査で登録され，存続期間も

６年間と比較的短期間であったため，実用新案

登録出願に関する監視は重要視されていなかっ

た。しかし，今回の改正で実用新案権の存続期

間が延長されたことによる第三者の監視負担の

増大に加え，実用新案登録に基づく特許出願の

導入により，実用新案登録出願でも特許出願と

同様に扱われるケースが出てくることになる。

したがって，第三者は，これまでの特許出願の

監視に加え，実用新案登録出願の監視が必要に

なってくる可能性がある。すなわち，実用新案

登録を出願した後３年以内であれば実用新案登

録に基づく特許出願が可能となるので，問題と

なる第三者の実用新案登録掲載公報を発見した

ときに，実用新案登録に基づく特許出願が行わ

れているか，若しくは今後行われる可能性を考

慮して監視を続けなければならない。

さらに，実用新案登録に対して実用新案技術

評価書の請求または無効審判の請求等を検討す

る必要がある。しかし，いずれも実用新案登録

に基づく特許出願がなされるきっかけになるた

め，その場合のデメリットも検討する必要があ

り，従来法では必要が無かった監視負担が過剰

に増大することが考えられる。

また，「請求の範囲の減縮」による訂正が可

能となったことによって権利者にとっては権利

保護が手厚いものとなっていることは相違ない

が，このことは，逆に第三者の監視負担の増大

となる一面を持っていることは想像に難くない。

例えば，平成13年10月以降の特許出願であれ

ば，権利化を図る場合には出願から３年以内に

審査請求が行われ，その後数年のうちに権利が

確定するが，改正後の実用新案制度では，10年

の権利期間中はいつでも「請求の範囲の減縮」

による訂正が可能であるため，無効理由を含む

ような極めて広い請求範囲で出願された場合で

あっても，訂正を念頭に置いて，権利終了，無

効の確定若しくは請求の範囲の減縮が行われる

まで監視を続けなければならない。

すなわち，実用新案登録公報，実用新案登録

の訂正公報，特許公開公報という３つを監視す

る必要が生じているのである。監視する側は，

権利者がどれほどの重要度の認識を持っている

か計り知れないため，その監視負担は大きなも

のとなる。さらに監視する側から何らかのアク

ションを起こした場合には，権利者にその重要

性を認識させることになり，実用新案登録に基

づく特許出願や訂正の方向性を権利者側優位な

立場で検討させることになる可能性もある。こ

のような従来には必要の無かった監視負担まで

もが加わることになるのである。

前述したように近年の実用新案制度の利用者

の減少の主な原因の一つが，平成５年の法改正

によるものであることは明らかであると考え

る。したがって，今回の改正による実用新案制

度の魅力向上という目的が達成されているか否

か判断する上で，平成５年改正点との関連づけ

が重要であると考える。

そこで，平成５年改正法の主な変更点を以下

に説明する。

i．無審査登録制度の導入（平成５年改正実

用新案法第14条第１項）：方式審査のみで約５

ヶ月で登録される（改正前は審査請求期間４

年）。

ii．補正期間の短縮（平成５年改正実用新案

法第２条の２）：４年から約５ヶ月へ実質的に

短縮される（無審査にて約５ヶ月で登録のた

4．1 平成５年改正法問題点と今回改正法
の関係

4 ．実用新案制度の問題点
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め）。

iii．存続期間の短縮（平成５年改正実用新案

法第15条）：出願日から15年が６年へと短縮さ

れる。

iv．訂正目的の限定（平成５年改正実用新案

法第14条の２）：請求項の削除以外の訂正は認

められない。

v．実用新案技術評価諸制度の導入（平成５

年改正実用新案法第12条，第29条の２，第29条

の３）：権利行使を行う場合は，特許庁の作成

する実用新案技術評価書を提示しなければなら

ない。なお，実用新案技術評価書を提示した場

合でも，「相当の注意」を怠ったことにより実

用新案登録が無効になった場合には，権利行使

により発生した相手方の損害の賠償責任を負う

ことになる。

次に，上記平成５年改正法の変更点が今回の

改正でどの様に手当てされたかを確認する。

まず，「iv．訂正目的の限定」については，

「訂正の許容範囲の拡大（実用新案法第14条の

２）」によって，訂正できる期間および目的に

ついて平成５年改正前の実用新案制度に一部近

い水準に戻った。但し，実用新案登録請求の範

囲の減縮等を目的とする訂正の機会は１回のみ

と制限されているため，平成５年改正前には及

ばないものと考える。

また，「iii．存続期間の短縮」については，

「実用新案権の存続期間の延長」によって改正

前に近づいた形となった。

そして，「ii．補正期間の短縮」による実用

新案登録出願から特許出願への変更期間短縮に

ついては，出願段階での変更期間そのものは変

わっていないが，「実用新案登録に基づく特許

出願制度の導入」によって，実用新案登録出願

の登録後の特許出願への変更が認められ改正前

の水準に実質的に近づいたといえる。したがっ

て，上記ii乃至ivに関しては今回の改正により

平成５年改正前に近づく方向に改正され，一定

レベルの利用しやすさや保護強化がなされてい

ると考えられる。

今回の改正でも無審査登録制度の根幹に関し

ては何ら手が加えられていない。そこで，無審

査登録制度が実用新案制度の魅力に与える影響

について検討する。

実用新案法では，権利を行使するにあたって

は，審査官が作成した技術評価書の提示が必要

とされている（実用新案法第29条の２）。この

際に，後に権利が無効とされたものについては，

技術評価書の内容が肯定的でない場合はむろ

ん，肯定的な技術評価書であっても権利者が公

知資料の調査などに「相当な注意」を尽くして

いない場合は，実用新案権者には権利行使によ

り相手方に与えた損害に対して賠償責任が課さ

れることになる。このように肯定的な内容であ

っても「相当な注意」を尽くしたか否か問われ

ることになるため，権利者の負担は重く，権利

を行使することが難しくなっていると考えられ

る。

このように，実用新案権に基づく権利行使は，

「相当な注意」を尽くしたと認められるか否か

の基準が明確でないことや，調査のためにコス

トがかかることや，「相当な注意」を尽くした

と認められなかった場合の賠償のリスクがある

こと等の関係で特許権に基づく権利行使に比

べ，はるかに困難である。特にこのような負担

は内部に知財部門を持たず，大部分を外部に委

託せざるを得ない中小企業や個人発明家に対し

ては特に重くのしかかるものである。例えば，

権利行使により侵害者側に事業を中断させるな

どして相手方に大きな損害を与えておきながら

その後に実用新案登録が無効となった場合に

は，相手方の事業規模によっては，多額の損害

賠償を逆に請求される可能性が生じる。

このように実用新案権者は，権利登録後であ

4．2 権利行使上の問題点

1079知　財　管　理　Vol. 55 No. 8 2005

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



ってもその権利の有効性の検討無しに権利行使

を実施することが非常に大きなリスクにつなが

るということを充分に認識する必要があり，特

に今回の改正を機に実用新案制度を利用するこ

とに前向きな中小企業や個人15）こそ，このよう

なリスクに対して充分な認識と注意が必要であ

る。

なお，最高裁判所のホームページに掲載され

ている知的財産権裁判例集によれば，現時点で16），

平成５年改正以降出願の実用新案登録において

権利者側が勝訴した裁判例がまだ一例もない。

このことが無審査制度で登録された実用新案権

の弱さ，権利行使での使いにくさを示している

といえる。

以上述べたように無審査登録での実用新案制

度は，権利を取得しても，その行使が難しく，

将来積極的に権利を行使していく意図がある場

合，今回の改正では，特許に変更して権利行使

する機会を増やしたにすぎず，実用新案権とし

て権利活用しようとする意図を持つものにとっ

ては何ら魅力を感じないものと思われる。

無審査登録制度を採用したことによる最大の

魅力の一つは，権利化までに要する期間が短い

ということである。では，早期の権利行使を考

えて，技術評価書請求した場合にどの程度の期

間で得られるであろうか。

実用新案で評価書請求すると，３～４ヶ月程

度かかる17）。それに対して，特許で早期審査を

行った案件は，最初の審査結果通知まで３ヶ月

程度となっていることが表３よりわかる。

したがって，早く権利化したい案件は，充分

4．3 権利行使可能とするための期間

調査の上，早期審査を行ったほうが早く登録に

なる可能性もあり，実用新案の最大のメリット

と一般に考えられている早期権利化の面でも，

実質上大きなアドバンテージがあるとは言えな

いことが判明した。

以上のことから，平成５年改正法によって利

用者が「実用新案制度を使いたくない」と判断

した原因を，今回の改正で十分に手当てするこ

とができたかということについては，やはり十

分に手当てできているとは言い難い。

「実用新案制度を使いたくない」最大の原因

は無審査登録制度による権利の不確定さであ

り，この問題点については，今回の改正によっ

ても根本的には改善されていない。

加えて，実用新案制度最大の魅力の一つとい

われている，早期権利化の面でも，出願と同時

に技術評価書を請求した場合にかかる期間を考

慮すると，一概に優れているとは言えない面が

ある。

したがって今回の改正でも，将来の権利行使

を考えている利用者が，実用新案制度を使うケ

ースは増加しないと予想される。

改正実用新案法について，その使用可能性が

増したのかを，産業界の立場より，実務上のポ

イントを中心に検討した。

今回の改正の結果，確かに権利者にとって有

利になった点がいくつかある。しかし，産業界

においては権利行使する側に立つ場合のみなら

ず，権利行使される側に立った場合も想定しな

ければならない。攻防両面から検証してみると，

事態を複雑化した上で，負の側面が目立った。

まず，実用新案の最大の問題点である，無審

査登録制度よる権利の不安定性の点について

は，今回の改正によっても根本的には改善され

5 ．ま と め

4．4 問題点の検討結果
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表３　特許の早期審査結果通知までの期間※

2000年 2001年 2002年 平均
3.1ヶ月 3.3ヶ月 2.7ヶ月 3.0ヶ月

※申し出から最初の審査結果通知までの期間

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



ておらず，攻撃・防御の両側面において課題を

残している。本制度のユーザーとして期待され

ている個人や中小企業にとっても，実務上大き

な負荷となる権利行使時の「相当の注意義務」

のリスクを結果的に負わされることとなってい

る。この無審査登録制度の本質的な部分の改善

がなされない限り，産業界が本格的に利用に踏

み切ることへの障害は甚だ大きいと言わざるを

得ない。実用新案登録の保護対象の拡大を求め

る意見もあるが，この根本的な問題を抱えた状

態においては，むしろ混乱に拍車をかける恐れ

すらある。

次に，コスト面でも実用新案に大きなアドバ

ンテージがあるとは言えず，実用新案登録に基

づく特許出願を行った場合にはむしろ不利にな

る場合もあった。

加えて，実用新案の最大の魅力の一つと言わ

れている早期権利化の面でも，出願と同時に技

術評価書を請求した場合を想定すると，特許で

早期審査を行った場合に比べ実質的には優れて

いるとは言えない面がある。さらに，権利行使

時の「相当の注意義務」のリスクを考慮すると，

権利者は実用新案登録に基づく特許出願により

特許権を取得した後に，権利行使をするケース

が多いと考えられ，不安定な実用新案権を早期

に得ることの意味自体が薄れてしまうと考えら

れる。

今回の実用新案法の改正は，制度の魅力向上

と同時に，「実用新案制度の利用者が拡大するこ

とによって，…特許審査の迅速化に資する…」18）

ことが大きな目的とされている。しかし，審査

滞貨の解消のために，ユーザーにとって真に有

用とは考えられない制度改正を行うことは，日

本の産業全体を考えた場合には疑問である。

将来的には個人や中小企業の負担に関しては

特許諸費用の減免措置のさらなる拡充等により

対応し，権利付与の迅速化には審査官の増加等

により対応するべきと考えられる。

技術が高度化し，フロントランナー型の開発

が求められる今日においては，不安定な権利を

めぐる攻防にエネルギーを費やす事態を出現さ

せることは，むしろ先端・基幹産業の発展を阻

害する可能性すら否めない。実用新案制度は特

許制度への一本化・廃止を視野に入れて，その

あり方を根底から見直すべきであろう。
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